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(57)【要約】
【課題】マルチタッチが可能なタッチパネルを用いて、
簡単な動作で任意の形状の領域を設定することができる
電子情報端末及び領域設定制御プログラムの提供。
【解決手段】表示部上に、２点以上のタッチ位置を検出
可能なタッチパネルを備える電子情報端末において、複
数のタッチ位置の内の、少なくとも１つのタッチ位置が
移動した時に、前記複数のタッチ位置を繋ぐ線分の移動
軌跡に基づいて領域を設定し、設定した領域内に表示さ
れている情報を消去、若しくは、設定した領域内に情報
を付加して表示させる領域設定制御部を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部上に、２点以上のタッチ位置を検出可能なタッチパネルを備える電子情報端末に
おいて、
　複数のタッチ位置の内の、少なくとも１つのタッチ位置が移動した時に、前記複数のタ
ッチ位置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、設定した領域内に表示されてい
る情報を消去、若しくは、設定した領域内に情報を付加して表示させる領域設定制御部を
備える、ことを特徴とする電子情報端末。
【請求項２】
　前記電子情報端末は、図形を消去する消去モードと図形を描画する描画モードとが選択
可能であり、
　前記領域設定制御部は、前記電子情報端末の動作モードが前記消去モードに設定されて
いる場合は、前記設定した領域を予め定めた色で塗りつぶした図形を上書きするか、若し
くは、前記設定した領域内に表示されている図形を消去する、ことを特徴とする請求項１
に記載の電子情報端末。
【請求項３】
　前記電子情報端末は、図形を消去する消去モードと図形を描画する描画モードとが選択
可能であり、
　前記領域設定制御部は、前記電子情報端末の動作モードが前記描画モードに設定されて
いる場合は、前記設定した領域の境界を示す枠を描画するか、若しくは、前記設定した領
域内を予め設定した色で塗りつぶす、ことを特徴とする請求項１に記載の電子情報端末。
【請求項４】
　前記領域設定制御部は、曲線が描画された時は、当該曲線の内側と外側の前記タッチ位
置の移動速度の差に応じて、塗りつぶす色の濃度を変化させる、ことを特徴とする請求項
３に記載の電子情報端末。
【請求項５】
　前記領域設定制御部は、前記複数のタッチ位置が停止した時は、停止時間に応じて、停
止位置近傍の前記領域を拡張する、ことを特徴とする請求項３に記載の電子情報端末。
【請求項６】
　前記領域設定制御部は、前記停止時間に応じて、前記拡張した領域の大きさ及び／又は
色の濃度を変化させる、ことを特徴とする請求項５に記載の電子情報端末。
【請求項７】
　表示部上に、２点以上のタッチ位置を検出可能なタッチパネルを備える電子情報端末で
動作する領域設定制御プログラムであって、
　前記電子情報端末を、
　複数のタッチ位置の内の、少なくとも１つのタッチ位置が移動した時に、前記複数のタ
ッチ位置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、設定した領域内に表示されてい
る情報を消去、若しくは、設定した領域内に情報を付加して表示させる領域設定制御部、
として機能させる、ことを特徴とする領域設定制御プログラム。
【請求項８】
　前記電子情報端末は、図形を消去する消去モードと図形を描画する描画モードとが選択
可能であり、
　前記領域設定制御部は、前記電子情報端末の動作モードが前記消去モードに設定されて
いる場合は、前記設定した領域を予め定めた色で塗りつぶした図形を上書きするか、若し
くは、前記設定した領域内に表示されている図形を消去する、ことを特徴とする請求項７
に記載の領域設定制御プログラム。
【請求項９】
　前記電子情報端末は、図形を消去する消去モードと図形を描画する描画モードとが選択
可能であり、
　前記領域設定制御部は、前記電子情報端末の動作モードが前記描画モードに設定されて
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いる場合は、前記設定した領域の境界を示す枠を描画するか、若しくは、前記設定した領
域内を予め設定した色で塗りつぶす、ことを特徴とする請求項７に記載の領域設定制御プ
ログラム。
【請求項１０】
　前記領域設定制御部は、曲線が描画された時は、当該曲線の内側と外側の前記タッチ位
置の移動速度の差に応じて、塗りつぶす色の濃度を変化させる、ことを特徴とする請求項
９に記載の領域設定制御プログラム。
【請求項１１】
　前記領域設定制御部は、前記複数のタッチ位置が停止した時は、停止時間に応じて、停
止位置近傍の前記領域を拡張する、ことを特徴とする請求項９に記載の領域設定制御プロ
グラム。
【請求項１２】
　前記領域設定制御部は、前記停止時間に応じて、前記拡張した領域の大きさ及び／又は
色の濃度を変化させる、ことを特徴とする請求項１１に記載の領域設定制御プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子情報端末及び領域設定制御プログラムに関し、特に、タッチパネルを備
えた電子情報端末及びタッチパネル上の領域の設定を制御する領域設定制御プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレット端末等の表示部にタッチパネルを備えた電子情報端
末が普及している。この電子情報端末では、タッチパネル上に指をタッチさせたり、タッ
チパネル上で指をスライドさせたりすることにより、各種操作を行うことができる。特に
、マルチタッチが可能なタッチパネルでは、２本の指を操作することによって、より複雑
な操作を行うことができる。
【０００３】
　上記マルチタッチが可能なタッチパネルに関して、例えば、下記特許文献１には、タイ
ピング、複数自由度の和音的操作、および手書きに関する手のコンフィギュレーションお
よび行動の解釈を支援するために一連の近接値画像における手の接触部を追跡し識別する
方法であって、各近接値画像を有意な近接値を示す電極のグループに分割するステップと
、各グループは、手の識別可能な部分その他のタッチデバイスの近接値を表している、各
電極グループから合計近接値、位置、形状、大きさ、および方向のパラメータを抽出する
ステップと、接触部がタッチダウンしリフトオフする経路終点の検出を含めて、連続する
近接値画像を通るグループ経路を追跡するステップと、各経路に沿って速度ベクトルおよ
びフィルタ処理された位置ベクトルを計算するステップと、相対的な経路位置と速度、個
々の接触部の特徴、および手と指位置の前の推定値を取り入れることによって、手と指ア
イデンティティを各接触部経路に割り当てるステップと、指に現在割り当てられている経
路の軌跡から手と指位置の推定値を保持するステップと、を備える方法が開示されている
。
【０００４】
　また、タッチパネルを用いて図形を描画する技術に関して、例えば、下記特許文献２に
は、互いに交差する行電極と列電極により構成されるタッチパネルと、前記タッチパネル
上における指示手段による指示位置及び移動経路を検出する検出部と、前記タッチパネル
上に表示された図形上において前記指示手段が指示した指示開始位置と前記指示開始位置
から前記指示手段が移動した軌跡と前記指示手段が移動を終了させた指示終了位置とを前
記検出手段が検出し、前記検出手段が検出した前記指示開始位置及び前記軌跡及び前記指
示終了位置の情報に基づき、前記図形を変形させる制御部とを有するタッチパネルシステ
ムが開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００２－５０１２７１号公報
【特許文献２】特開２０１１－０２２９６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　タッチパネル上で領域を設定する場合、１本の指を動かして始点と終点を対角とする矩
形領域を設定したり、２本の指を動かして２本の指の終点の２点を対角とする矩形領域を
設定したりする方法が用いられる。しかしながら、この方法で設定できるのは矩形領域で
あり、任意の形状の領域を設定することはできないため不便である。
【０００７】
　また、領域を設定する別の方法として、１本の指で閉曲線を描いて、その閉曲線で囲ま
れる領域を設定する方法もある。しかしながら、この方法では、マルチタッチの機能を生
かすことができず、迅速且つ簡便に領域を設定することができないため不便である。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、マルチタッ
チが可能なタッチパネルを用いて、簡単な動作で任意の形状の領域を設定することができ
る電子情報端末及び領域設定制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明は、表示部上に、２点以上のタッチ位置を検出可能な
タッチパネルを備える電子情報端末において、複数のタッチ位置の内の、少なくとも１つ
のタッチ位置が移動した時に、前記複数のタッチ位置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領
域を設定し、設定した領域内に表示されている情報を消去、若しくは、設定した領域内に
情報を付加して表示させる領域設定制御部を備えるものである。
【００１０】
　また、本発明は、表示部上に、２点以上のタッチ位置を検出可能なタッチパネルを備え
る電子情報端末で動作する領域設定制御プログラムであって、前記電子情報端末を、複数
のタッチ位置の内の、少なくとも１つのタッチ位置が移動した時に、前記複数のタッチ位
置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、設定した領域内に表示されている情報
を消去、若しくは、設定した領域内に情報を付加して表示させる領域設定制御部、として
機能させるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の電子情報端末及び領域設定制御プログラムによれば、マルチタッチが可能なタ
ッチパネルを用いて、簡単な動作で任意の形状の領域を設定することができる。
【００１２】
　その理由は、電子情報端末（領域設定制御プログラム）は、タッチパネル上の複数の位
置がタッチされ、少なくとも１つのタッチ位置が移動した時、複数のタッチ位置を繋ぐ線
分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、設定した領域に対して、領域内の情報を消去した
り、領域内に情報を付加したりする制御を行うからである。
【００１３】
　そして、この制御を図形の描画に適用することにより、簡単な操作で思い通りに図形を
消去したり、図形を描画したりすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例に係る電子情報端末の外観を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施例に係る電子情報端末の構成を示すブロック図である。
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【図３】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（領域内の情報を消去する動作）の一
例を説明する図である。
【図４】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（領域内の情報を消去する動作）の他
の例を説明する図である。
【図５】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（領域内の情報を消去する動作）の他
の例を説明する図である。
【図６】本発明の一実施例に係る電子情報端末を用いた領域設定制御動作（領域内の情報
を消去する動作）の手順を示すフローチャート図である。
【図７】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（図形を描画する動作）の一例を説明
する図である。
【図８】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（図形を描画する動作）の他の例を説
明する図である。
【図９】本発明の一実施例に係る電子情報端末を用いた領域設定制御動作（図形を描画す
る動作）の手順を示すフローチャート図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（移動速度に応じて濃淡を変化させ
る動作）の一例を説明する図である。
【図１１】移動速度と濃度差との関係を示す図である。
【図１２】本発明の一実施例に係る領域設定制御動作（停止時間に応じて滲ませる動作）
の一例を説明する図である。
【図１３】停止時間とニジミ量との関係を示す図である。
【図１４】ニジミ量の時間変化を模式的に示す図である。
【図１５】従来の領域設定制御動作の一例を説明する図である。
【図１６】従来の領域設定制御動作の他の例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　背景技術で示したように、タッチパネル上で領域を設定する場合、１本の指をスライド
させて始点と終点を対角とする矩形領域を設定する方法、又は、図１５に示すように、２
本の指をスライドさせて２本の指の終点の２点を対角とする矩形領域を設定する方法、又
は、図１６に示すように、１本の指で閉曲線を描き、その閉曲線で囲まれる領域を設定す
る方法が用いられる。しかしながら、矩形領域を設定する方法では、任意の形状の領域を
設定することができず、閉曲線を描画する方法では、マルチタッチの機能を生かして迅速
且つ簡便に領域を設定することができず、いずれの方法も不便であった。
【００１６】
　特に、タッチパネルを用いて図形を描画する場合、領域を設定する操作が重要になるた
め、上記問題が顕著に現れる。
【００１７】
　例えば、図形を部分的に消去する場合、任意の形状の領域を設定して、その領域内に描
画された図形を消去することができれば便利であるが、図１５及び図１６に示すような従
来の方法では、任意の形状の領域を迅速且つ簡便に設定することができない。そのため、
図形を消去する場合は、消しゴムとして機能するペンを選択し、そのペンの太さを設定し
て、消去したい図形をなぞる方法が用いられるが、この方法では、その都度ペンの太さを
設定しなければならず、また、広い範囲の図形を消去する場合は作業に時間を要する。
【００１８】
　また、領域を設定することによって、任意の形状の図形や任意の太さの線を描画するこ
とも可能であるが、図１５及び図１６に示すような従来の方法では、任意の形状の領域を
迅速且つ簡便に設定することができない。そのため、図形を描画する場合は、その都度、
所定の形状の図形を選択し、その図形のサイズを設定して描画しなければならず、不便で
ある。また、線を描画する場合も、その都度、線を描画するペンを選択し、そのペンの太
さを設定して描画しなければならず、不便である。
【００１９】
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　そこで、本発明の一実施の形態では、マルチタッチが可能なタッチパネルを備える電子
情報端末において、タッチパネル上の複数の位置がタッチされ、少なくとも１つのタッチ
位置が移動した場合に、複数のタッチ位置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定す
る。そして、設定した領域に対して、その領域内に表示されている情報を消去したり、そ
の領域内に情報を付加して表示させたりする。
【００２０】
　これにより、マルチタッチが可能なタッチパネルを用いて簡単な動作で領域を設定し、
設定した領域に対して情報の消去／付加を行うことができる。特に、上記手法を図形の描
画に適用することにより、図形を部分的に消去したり、任意の形状の図形を描画したり、
任意の形状の線を描画したりすることが可能となり、ユーザの利便性を向上させることが
できる。
【実施例】
【００２１】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の一実施例に
係る電子情報端末及び領域設定制御プログラムについて、図１乃至図１４を参照して説明
する。図１は、本実施例の電子情報端末の外観を模式的に示す斜視図であり、図２は、電
子情報端末の構成を示すブロック図である。また、図３乃至図６は、領域内の情報を消去
する場合の領域設定制御動作を示す模式図及びフローチャート図であり、図７乃至図９は
、図形を描画する場合の領域設定制御動作を示す模式図及びフローチャート図である。ま
た、図１０及び図１１は、移動速度に応じて濃淡を変化させる場合の領域設定制御動作を
説明する図であり、図１２乃至図１４は、停止時間に応じて滲ませる場合の領域設定制御
動作を説明する図である。
【００２２】
　なお、本発明の手法は、マルチタッチ機能を備えるタッチパネル上で領域を設定する動
作全般に対して適用可能であるが、本実施例では、線や図形を消去したり描画したりする
動作に対して適用する場合について説明する。
【００２３】
　図１に示すように、本実施例の電子情報端末１０は、ノート型のコンピュータ装置やモ
バイルフォン、タブレット端末等の表示機能を備えた装置である。この電子情報端末１０
は、図２に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、メモリ１２、表示部
１３、操作部（タッチパネル）１４、通信部１５、電池１６、領域設定制御部１７などで
構成される。
【００２４】
　ＣＰＵ１１は、メモリ１２から読み出したプログラムを実行し、各部の動作を制御する
制御部として機能する。本実施例では、電子情報端末１０は消去モードと描画モードの２
つの動作モードを有し、制御部は、電子情報端末１０の動作モードに応じて各部の動作を
制御する。
【００２５】
　メモリ１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）などで
構成され、ＣＰＵ１１で動作する各種プログラム、電子情報端末１０の動作を制御するた
めの設定情報、各種データ（後述する速度差と濃度差との関係を示すデータや停止時間と
ニジミ量との関係を示すデータ）などを記憶する。
【００２６】
　表示部１３は、液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（electr
oluminescence）表示装置、電子ペーパー（ＥＰＤ：Electrophoretic Display）等からな
り、描画した線や図形などを表示する。なお、電子ペーパーは、一対の透明なフィルム基
板の内表面に透明導電性の電極が形成され、電極間に導電性を有する黒色トナーと電気絶
縁性を有する白色トナーが封入され、電極間に電圧を印加すると黒色トナーが移動して白
色トナーと入れ替わって色が変化する構造である。
【００２７】
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　操作部１４は、表示部１３の前面又は背面に、透明電極が格子状に配置された静電容量
方式のタッチパネル等であり、指などでタッチした部分に配置された透明電極から出力さ
れる信号をＣＰＵ１１及び領域設定制御部１７に送る。なお、本実施例のタッチパネルは
、複数の透明電極から信号を同時に処理することができる（いわゆるマルチタッチ機能を
備える）ものとする。
【００２８】
　通信部１５は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムなどで構成され、有線通信
や無線通信によりネットワークに接続されたコンピュータ装置やサーバと交信し、データ
送受信を行う。
【００２９】
　電池１６は、電子情報端末１０の各部を駆動するための電源を供給する二次電池などで
ある。
【００３０】
　領域設定制御部１７は、操作部１４（タッチパネル）から出力される信号を処理し、複
数の位置でタッチされ、少なくとも１つのタッチ位置を移動させる操作が行われた場合に
、複数のタッチ位置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定する。例えば、２つのタ
ッチ位置を移動させる操作が行われた時は、操作開始時の２つのタッチ位置を繋ぐ線と、
各々のタッチ位置の移動軌跡と、操作終了時の２つのタッチ位置を繋ぐ線と、によって囲
まれる領域を指示された領域として設定する。また、一方のタッチ位置を固定し、他方の
タッチ位置を移動させる操作が行われた時は、操作開始時の２つのタッチ位置を繋ぐ線と
、他方のタッチ位置の移動軌跡と、操作終了時の２つのタッチ位置を繋ぐ線と、によって
囲まれる領域を指示された領域として設定する。そして、設定した領域に対して、動作モ
ードが消去モードの場合は、領域内に表示されている情報（図形や画像、文字等）を消去
し、動作モードが描画モードの場合は、領域内に情報を付加する（領域の境界を示す枠を
表示したり、領域内を塗りつぶしたりする）ことによって線や図形を描画する。この領域
設定制御部１７は、ハードウェアとして構成してもよいし、ＣＰＵ１１（制御部）を領域
設定制御部１７として機能させるプログラム（領域設定制御プログラム）として構成して
もよい。
【００３１】
　なお、図２は、本実施例の電子情報端末１０の一例であり、タッチパネル上の複数のタ
ッチ位置に基づいて領域が設定可能であり、設定した領域に対して情報の消去や付加が可
能な限りにおいて、その構成は適宜変更可能である。
【００３２】
　以下、本実施例の領域設定制御手法について、図面を参照して説明する。なお、本実施
例の手法は３点以上をタッチした場合においても同様に適用することができるが、本実施
例では、説明を簡単にするために２点をタッチした場合について説明する。
【００３３】
　まず、特定した領域内の情報を消去する場合の動作（消去モード時の動作）について、
図３乃至図６を参照して説明する。
【００３４】
　図３は、表示部１３にある図形が表示されている状態において、２つのタッチ位置を移
動させる操作が行われた場合の制御を示している。まず、図３（ａ）に示すように、ユー
ザは２本の指をタッチパネル上に置き、各々の指をタッチパネル上で直線的に移動させる
。このような動作を行った場合、領域設定制御部１７は、２つのタッチ位置を繋ぐ線分の
移動軌跡に基づいて領域を設定（この場合は、操作始点時における２つのタッチ位置を繋
ぐ線と、各々のタッチ位置の移動軌跡を示す２つの線と、操作終点時における２つのタッ
チ位置を繋ぐ線と、で囲まれる領域を指示された領域として設定）し、その領域内に描画
されている図形を消去する制御を行う。
【００３５】
　ここで、領域内に描画されている図形を消去する方法としては、別の図形を上書きする
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方法と、描画されている図形そのものを消去する方法とがある。図３（ｂ）は、別の図形
を上書きする方法を示しており、例えば、設定した領域を一定の色（ここでは白色）で塗
りつぶしした図形を上書きする。また、図３（ｃ）は、図形そのものを消去する方法を示
しており、元の図形から、設定した領域内の部分を消去する。具体的には、表示部１３に
描画された図形は点の集合であり、各々の点には座標が割り当てられており、設定した領
域内の各点にも座標が割り当てられている。そこで、座標が一致する点のデータを順次消
去することによって、領域内に描画された図形（図の破線で示した部分）のみを消去する
ことができる。
【００３６】
　図４は、図３と同様に、表示部１３にある図形が表示されている状態において、第１の
指のタッチ位置を固定し、第２の指のタッチ位置を移動させる操作が行われた場合の制御
を示している。図４（ａ）に示すように、ユーザは２本の指をタッチパネル上に置き、第
２の指をタッチパネル上で自在に移動させる。このような動作を行った場合、領域設定制
御部１７は、２つのタッチ位置を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定（この場合は
、操作始点時における２つのタッチ位置を結ぶ線と、第２の指のタッチ位置の移動軌跡を
示す線と、操作終点時における２つのタッチ位置を結ぶ線と、で囲まれる領域を指示され
た領域として設定）し、その領域内に描画されている図形を消去する制御を行う。
【００３７】
　図５は、図４と同様に、第１の指のタッチ位置を固定し、第２の指のタッチ位置を移動
させる操作が行われた場合の制御を示している。図５（ａ）に示すように、ユーザは２本
の指をタッチパネル上に置き、第２の指をタッチパネル上で行き来するように移動させる
。このように、第１の指のタッチ位置から見て、第２の指のタッチ位置が所定の方向（図
の右方向）に移動し、所定の方向と逆の方向（図の左方向）に戻った後、再び所定の方向
に移動した場合、領域の設定方法は２通りとなる。
【００３８】
　第１は、図５（ｂ）に示すように、前述したように、操作始点時における２つのタッチ
位置を結ぶ線と、第２の指のタッチ位置の移動軌跡を示す線と、操作終点時における２つ
のタッチ位置を結ぶ線と、で囲まれる領域を指示された領域として特定する方法である。
第２は、図５（ｃ）に示すように、各時刻の２つのタッチ位置を繋ぐ線分によって生成さ
れる領域を指示された領域として特定する方法であり、この場合は、図５（ｂ）の領域に
破線の領域が追加される。この２通りの領域の設定方法のいずれを採用するかは設定可能
である。
【００３９】
　上記動作を、図６のフローチャート図を参照して詳細に説明する。
【００４０】
　まず、ユーザは、操作部１４を操作して、電子情報端末１０の動作モードを消去モード
に設定する。そして、ユーザがタッチパネルにタッチすると、領域設定制御部１７は、操
作部（タッチパネル）１４からの出力に基づいて、タッチパネル上のタッチ位置が１点で
あるかを判断する（Ｓ１００）。１点の場合は、領域設定制御部１７は、従来と同様に、
そのタッチ位置の移動軌跡を検出し（Ｓ１１０）、移動軌跡を予め設定した線幅で描画す
ることによってできる領域を消去領域として設定し、その領域内の図形を消去する（Ｓ１
２０）。
【００４１】
　一方、タッチ位置が２点の場合は、領域設定制御部１７は、各々のタッチ位置の移動軌
跡を検出し（Ｓ１３０）、２点間の線分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、その領域内
の図形を消去する。
【００４２】
　このように、２点をタッチして移動させることにより、簡単な操作で迅速に領域を設定
することができ、これにより、図形の任意の部分を消去することができる。
【００４３】
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　次に、図形を描画する場合の動作（描画モード時の動作）について、図７乃至図９を参
照して説明する。
【００４４】
　図７（ａ）に示すように、ユーザは各々の指をタッチパネル上に置き、各々の指をタッ
チパネル上で直線的に移動させる。このような動作を行った場合、領域設定制御部１７は
、図７（ｂ）に示すように、２点間の線分の移動軌跡に基づいて領域を設定（この場合は
、操作始点時における２つのタッチ位置を繋ぐ線と、各々のタッチ位置の移動軌跡を示す
２つの線と、操作終点時における２つのタッチ位置を繋ぐ線と、で囲まれる領域を指示さ
れた領域として設定）し、設定した領域の境界を示す枠を描画したり、設定した領域内を
予め定めた色で塗りつぶしたりして、図形を描画する制御を行う。
【００４５】
　また、図８（ａ）に示すように、ユーザは各々の指をタッチパネル上に置き、第１の指
を固定し、第２の指をタッチパネル上で任意に移動させる。このような動作を行った場合
、領域設定制御部１７は、図８（ｂ）に示すように、２点間の線分の移動軌跡に基づいて
領域を設定（この場合は、操作始点時における２つのタッチ位置を繋ぐ線と、第２の指の
タッチ位置の移動軌跡を示す線と、操作終点時における２つのタッチ位置を繋ぐ線と、で
囲まれる領域を指示された領域として設定）し、設定した領域の境界を示す枠を描画した
り、設定した領域内を予め定めた色で塗りつぶしたりして、図形を描画する制御を行う。
【００４６】
　上記動作を、図９のフローチャート図を参照して説明する。
【００４７】
　まず、ユーザは、操作部１４を操作して、電子情報端末１０の動作モードを描画モード
に設定する。そして、ユーザがタッチパネルにタッチすると、領域設定制御部１７は、操
作部（タッチパネル）１４からの出力に基づいて、タッチパネル上のタッチ位置が１点で
あるかを判断する（Ｓ２００）。１点の場合は、領域設定制御部１７は、従来と同様に、
そのタッチ位置の移動軌跡を検出し（Ｓ２１０）、移動軌跡を予め設定した線幅、予め定
めた色で塗りつぶして図形を描画する（Ｓ２２０）。
【００４８】
　一方、タッチ位置が２点の場合は、領域設定制御部１７は、各々のタッチ位置の移動軌
跡を検出し（Ｓ２３０）、２点間の線分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、その領域の
境界を示す枠を描画したり、その領域内を予め定めた色で塗りつぶしたりして、図形を描
画する。
【００４９】
　このように、２点をタッチして移動させることにより、簡単な操作で迅速に領域を設定
することができ、これにより、任意の形状の図形を描画することができる。
【００５０】
　図７乃至図９では、多角形や半円などの図形を描画する場合について記載したが、２本
の指で線を描画することもできる。例えば、図１０（ａ）に示すように、タッチパネル上
に２本の指を置き、２本の指の間隔を変えながら曲線を描いた場合、２点間の線分の移動
軌跡に基づいて領域を設定し、その領域の境界を示す枠を描画したり、その領域内を予め
定めた色で塗りつぶしたりすることによって、線幅を自在に変化させた線を描画すること
ができる。
【００５１】
　ここで、筆に墨を付けて曲線を描く場合、曲線の外側の領域は内側の領域に比べて移動
速度が速くなるため、移動速度の差がある程度以上になると、外側の領域は墨がかすれて
薄くなる。そこで、タッチパネル上に線を描く時に、筆で書いたような線を表現できるよ
うにするために、図１０（ｂ）に示すように、タッチ位置の移動速度に応じて濃度を変化
（移動速度が遅い部分は濃く、移動速度が速い部分は薄く）させることもできる。
【００５２】
　この場合、図１１に示すような、タッチ位置の移動速度差と濃度差との関係を示すデー
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た時、タッチ位置の移動速度差を取得し、図１１の関係に基づいて色の濃度を設定するこ
とができる。
【００５３】
　また、筆で線を描く場合、止め位置で筆を停止させると、墨が広がってニジミが生じる
。そこで、図１２（ａ）のように２本の指で線を描画した時は、図１２（ｂ）に示すよう
に、止め位置の停止時間に応じてニジミの大きさを変化させ、筆で書いたような線を表現
することもできる。
【００５４】
　図１３は、停止時間とニジミ量の関係を示したデータであり、図１４はこの関係を模式
的に表した図である。２本の指で線を描画した時は、図１３の関係に基づいてニジミ量を
変化させることによって、より筆に近い線を描画することができる。
【００５５】
　以上、説明したように、電子情報端末（領域設定制御プログラム）は、タッチパネル上
の複数点がタッチされ、少なくとも１つのタッチ位置を移動させる操作が行われた時、複
数点を繋ぐ線分の移動軌跡に基づいて領域を設定し、設定した領域に対して、領域内に表
示されている情報を消去したり、領域内に情報を付加して表示させたりする制御を行うた
め、簡単な操作で思い通りに図形を消去したり、図形を描画したり、線を引いたりするこ
とが可能になる。
【００５６】
　なお、本発明は上記実施例の記載に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い限りにおいて、その構成及び制御は適宜変更可能である。
【００５７】
　例えば、上記実施例では、タッチパネル上の２点をタッチする場合の制御について記載
したが、３点以上をタッチする場合においても、同様に適用することができる。例えば、
３点以上をタッチした場合は、各々の２点のタッチ位置を繋ぐ線分、若しくは、３点以上
のタッチ位置を繋いでできる領域の移動軌跡に基づいて領域を設定することができる。
【００５８】
　また、上記実施例では、図形を消去したり描画したりする場合の制御について記載した
が、ドキュメントが表示されている状態において、所定の領域に表示されている文字を消
去したり、所定の領域に文字を追加して表示させたりする場合においても、同様に適用す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、タッチパネルを設けた表示部を備える装置、及び当該装置で動作するプログ
ラムに利用可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　電子情報端末
　１１　ＣＰＵ
　１２　メモリ
　１３　表示部
　１４　操作部
　１５　通信部
　１６　電池
　１７　領域設定制御部
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